
金
融
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の�

進
展
に
対
応
す
る
サ
ー
ビ
サ
ー�

米
・
英
の
動
向
と
日
本
型
モ
デ
ル
の
構
築�

日
本
銀
行
考
査
局
企
画
役
（
研
修
担
当
）�

（
前
広
島
大
学
法
学
部
教
授
）�

　
　
　
北
見
　
良
嗣�

【特集】�

新
展
開
す
る
サ
ー
ビ
サ
ー
�

九
九
年
二
月
サ
ー
ビ
サ
ー
と
い
う
新
し
い
業
態
が
誕
生
し
て
か
ら
ま
も
な
く
六
年
を
迎
え
る
。
金
融
機
関
の

不
良
債
権
処
理
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
「
日
本
版
サ
ー
ビ
サ
ー
」
は
、
新
し
い
金
融
ス
キ
ー
ム
の
開
発

や
金
融
商
品
の
多
様
化
の
な
か
で
、
債
権
回
収
に
と
ど
ま
ら
ず
金
融
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
と
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
へ
の
流
れ
に
対
応
し
た
「
日
本
型
サ
ー
ビ
サ
ー
」
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
模
索
し
て
い
る
。�

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

サ
ー
ビ
サ
ー
の
動
向

住
宅
ロ
ー
ン
証
券
化
と
の
関
連

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
サ
ー
ビ
サ
ー

と
密
接
な
関
係
を
も
つ
証
券
化
は
、

住
宅
ロ
ー
ン
に
か
か
る
Ａ
Ｌ
Ｍ
対
策

と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。

住
宅
ロ
ー
ン
を
扱
う
金
融
機
関
は

三
〇
年
程
度
の
住
宅
ロ
ー
ン
（
固
定

金
利
）
を
運
用
す
る
一
方
、
短
期
の

預
金
等
を
調
達
の
中
心
と
し
て
い
る

た
め
、
Ａ
Ｌ
Ｍ
上
の
問
題
が
発
生
す

る
。
彼
ら
は
一
九
四
〇
年
代
、
住
宅

ロ
ー
ン
に
公
的
機
関
の
保
証
を
つ
け

て
Ｆ
Ｎ
Ｍ
Ａ
（
連
邦
抵
当
金
庫
）、

Ｇ
Ｎ
Ｍ
Ａ
（
政
府
抵
当
金
庫
）
に
売

却
し
、
転
売
す
る
こ
と
で
、
七
〇
年

代
に
は
証
券
化
に
よ
っ
て
こ
の
問
題

に
対
応
し
た
。

八
〇
年
代
前
半
に
は
、
自
動
車
ロ

ー
ン
会
社
が
銀
行
と
の
対
抗
上
、
低

利
の
資
金
調
達
を
目
指
し
て
証
券
化

に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
。

こ
こ
で
は
、
オ
リ
ジ
ネ
ー
タ
ー＝

サ
ー
ビ
サ
ー
型
が
中
心
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

Ｒ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
不
良
債
権
の
証
券
化

八
九
年
に
破
綻
Ｓ
＆
Ｌ
（
預
金
貸

付
協
同
組
合
）
の
処
理
の
た
め
に
設

立
さ
れ
た
Ｒ
Ｔ
Ｃ
（
整
理
信
託
公

社
）
は
当
初
バ
ル
ク
セ
ー
ル
を
使
っ

た
が
、
そ
の
後
、
よ
り
回
収
率
の
よ

い
証
券
化
手
法
を
導
入
し
、
当
初
の

閉
鎖
予
定
（
九
六
年
）
を
一
年
早
め

今
年
は
サ
ー
ビ
サ
ー
法
施
行
か
ら
五
周
年
に
あ
た
る
。
こ
の
機
会
を
と
ら
え
、
同
法
誕
生
か
ら
関
与
し
て

き
た
一
人
と
し
て
、
同
法
導
入
の
背
景
、
そ
の
後
の
経
緯
、
課
題
等
に
つ
き
、
国
際
比
較
を
ふ
ま
え
つ

つ
、
総
括
的
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
本
稿
中
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
、
あ
く
ま
で
も
筆

者
の
個
人
的
見
解
で
あ
っ
て
、
筆
者
の
所
属
す
る
組
織
の
見
解
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
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業
務
多
様
化
に
対
応
し
た
規
制
緩
和
を�

【
特
集
】

新
展
開
す
る
サ
ー
ビ
サ
ー
�

不
良
債
権
処
理
か
ら�

　
　
経
済
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
へ�

全
国
サ
ー
ビ
サ
ー
協
会
　

山
本
　
喩 

会
長�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
債
権
回
収
社
長
）
に
聞
く�

日
米
の

サ
ー
ビ
サ
ー
の
違
い

日
本
の
サ
ー
ビ
サ
ー
業
務
の
現

状
を
ふ
ま
え
て
、
ア
メ
リ
カ
と
比
べ

て
ど
う
い
う
特
徴
が
あ
る
の
か

金
融
危
機
に
対
処
す
る
た
め
の
特

別
措
置
法
と
し
て
サ
ー
ビ
サ
ー
法
が

九
八
年
一
〇
月
に
成
立
、
九
九
年
二

月
に
施
行
さ
れ
、
ま
も
な
く
施
行
後

六
周
年
を
迎
え
る
。
日
本
の
サ
ー
ビ

サ
ー
は
現
在
九
一
番
目
ま
で
営
業
許

可
が
出
て
い
る
が
（
う
ち
一
社
廃

業
、
二
社
合
併
）、
そ
の
業
務
の
中

心
は
金
融
機
関
の
不
良
債
権
の
処
理

に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
も
八
〇
年
代
に
Ｓ
＆

Ｌ
が
大
量
倒
産
し
た
際
、
そ
の
債
権

を
回
収
す
る
た
め
に
Ｒ
Ｔ
Ｃ
が
立
ち

上
が
り
、
一
〇
〇
〇
社
を
超
す
サ
ー

ビ
サ
ー
が
回
収
業
務
を
受
託
し
た
。

そ
こ
で
は
正
常
債
権
の
集
金
を
行
う

「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
サ
ー
ビ
サ

ー
」、
デ
フ
ォ
ル
ト
債
権
の
回
収
を

行
う
「
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ビ
サ

ー
」、
両
者
を
複
数
た
ば
ね
て
全
体

を
管
理
す
る
「
マ
ス
タ
ー
・
サ
ー
ビ

サ
ー
」
と
い
う
形
で
業
務
の
棲
み
分

け
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ

カ
の
サ
ー
ビ
サ
ー
は
四
〇
社
前
後
に

淘
汰
さ
れ
、
仕
事
の
中
身
も
マ
ス
タ

ー
・
サ
ー
ビ
シ
ン
グ
が
中
心
と
な

り
、
五
、
六
社
に
よ
る
寡
占
化
が
進

み
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
日
本
に
プ
ラ
イ
マ

リ
ー
・
サ
ー
ビ
サ
ー
や
マ
ス
タ
ー
・

金
融
機
関
が
不
良
債
権
を
オ
フ
バ
ラ
ン
ス
化
す
る
過
程
で
、
サ
ー
ビ
サ
ー
は
き

わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
法
務
省
に
よ
れ
ば
、
営
業
許
可
件
数

は
九
一
社
、
取
扱
債
権
も
一
九
〇
三
万
件
・
一
一
六
兆
円
（
〇
四
年
六
月
末
）

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
不
良
債
権
問
題
が
峠
を
越
す
な
か
で
、
サ
ー
ビ
サ
ー
は
ど

の
よ
う
な
展
望
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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